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１．港湾海岸防災に係る
令和５年度の主な出来事
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令和６年能登半島地震により被災した港湾の一覧

岩船

赤泊

小木

二見

姫川

寺泊

柏崎

魚津

飯田

小木

宇出津

穴水

七尾

輪島

塩屋

敦賀

鷹巣

新潟

両津

直江津

伏木富山

半ノ浦

福浦
和倉

滝

金沢

福井

避難港

重要港湾

権限代行対象港湾

地方港湾

国際拠点港湾

港名被害あり

県名 震度 港名

飯田港

輪島港

穴水港

半ノ浦港

和倉港

七尾港

小木港

宇出津港

福浦港

滝港

塩屋港

金沢港

鷹巣港

福井港

敦賀港

和田港

内浦港

5弱

4

石川県

福井県

6強

6弱

5強

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害無

被害有

被害無

被害無

被害無

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

県名 震度 港名

直江津港

柏崎港

赤泊港

二見港

姫川港

小木港

両津港

新潟港（西港）

寺泊港

新潟港（東港）

岩船港

伏木富山港（伏木）

伏木富山港（新湊）

5弱 伏木富山港（富山）

4 魚津港

新潟県

富山県

5強

5弱

4

5強

被害無

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害有

被害無

被害無

被害無

○北陸地方の２９港のうち、２２港が被災。（うち、能登地域の６港湾の管理の一部を代行）

4



能登半島地域港湾の被災状況と代行管理

穴水港（管理者：石川県）

岸壁の破壊

岸壁背後の沈下

宇出津港（管理者：石川県）

約30cm

約１ｍ

小木港（管理者：石川県）

岸壁背後の沈下

飯田港（管理者：石川県）

防波堤の損壊

岸壁の変位

岸壁背後の液状化岸壁の沈下

七尾港（管理者：石川県）

■ 能登地域の港湾では、港湾全体に被害が及んでおり、石川県からの要請に基づき、七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、

穴水港の計６港について、港湾施設の一部管理を国土交通省にて実施（１月２日～）。

■ 代行管理の実施内容は、「施設の点検・利用可否判断」「応急復旧」「岸壁の利用調整」など。

う し つ
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岸壁背後の沈下

約２ｍ

岸壁背後の沈下

輪島港（管理者：石川県）

避難港

重要港湾

管理の一部を代行
している港湾

地方港湾

福浦港

半ノ浦港

和倉港

滝港

小木港

飯田港

宇出津港

穴水港

七尾港

魚津港

輪島港



令和６年能登半島地震による港湾の被害の概要（代行管理する能登地域６港を除く）

岩船

赤泊
小木

二見

姫川

寺泊

柏崎

魚津

飯田

小木

宇出津

穴水

七尾

輪島

塩屋

敦賀

内浦
○

鷹巣

新潟

両津港（管理者：新潟県）

臨港道路の亀裂

直江津港（管理者：新潟県）

ふ頭用地の亀裂

半ノ浦港（管理者：七尾市）

防波堤の沈下

福井港（管理者：福井県）

臨港道路の噴砂

滝港（管理者：石川県）

エプロンの陥没

エプロンの沈下

福浦港（管理者：石川県）

■ 代行管理する能登地域６港以外でも、新潟県から福井県にかけて広範囲にわたり、港湾・港湾海岸に被害が発生。

両津

直江津

伏木富山

半ノ浦

福浦 和倉

滝

金沢

福井

金沢港（管理者：石川県）

ふ頭用地の沈下

避難港

重要港湾

管理の一部を代行
している港湾

地方港湾

国際拠点港湾

港名被害あり

和倉港海岸（管理者：七尾市）

護岸の損壊

伏木富山港（管理者：富山県）

ガントリークレーンの脱輪臨港道路の亀裂
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国が代行管理する能登地域港湾の利用状況

輪島港
（最大水深7.5m、延長220m）

穴水港 （最大水深4.0m、延長187m）

自衛隊車両の利用状況（５日）

１岸壁中１岸壁が利用可能
（条件付き）

七尾港 （最大水深11.0m、延長260m）

８岸壁中３岸壁が利用可能（条件付き）

応急復旧の概成状況（5日）

水深11.0m岸壁
水深9.0m岸壁、水深7.5m岸壁

海翔丸による支援物資の
積卸し（５日;水深7.5m岸壁）

水深4.0m :利用可能

宇出津港 （最大水深4.0m、延長205m）

水深4.0m :利用可能

飯田港 （最大水深5.5m、延長100m）

２岸壁中１岸壁が利用可（条件付き）

水深4.5m岸壁

水深4.5m岸壁への着岸状況（11日）

フェリーによる支援状況（10日）

■ １月５日までに、水深４．５ｍ以深の９岸壁が利用可能であることを確認（条件付きで利用可能なものを含む）。

■ ９岸壁の応急復旧を進めながら、被災地に支援物資を輸送する官民の船舶の利用調整を実施。

国が管理代行している港湾の利用状況（令和6年1月30日現在）

※このほか、海上自衛隊の護衛艦せんだい・おおよどが、陸路入りした災害対応部隊員の後方支援を実施している。

小木港 （最大水深5.0m、延長160m）

５岸壁中４岸壁が利用可能（一部条件付き）

水深4.5m岸壁×４

避難港

重要港湾

管理の一部を代行
している港湾

地方港湾

国際拠点港湾

応急復旧の完了状況（９日）

福浦港

半ノ浦港

和倉港

滝港

小木港

飯田港

宇出津港

穴水港

七尾港

輪島港
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港湾 施設 水深 延長 ～1/23（火）

輪島港
マリンタ

ウン

-7.5m

【実質

-5.5m】

200m
・1/4 調査完了

・1/4 第一船入船

210m

(北側)

90m

(南側)

矢田新

(第二東)
-9m 165m

・1/5 調査完了

・1/7 第一船入船

矢田新

(第一西)
-7.5m 220m

・1/3 調査完了

・1/3 第一船入船

大田3号 -11m 260m
・1/4 第一船入船

・1/5 調査完了

矢田新物

揚場
-4m

・1/8 調査完了

・1/13 第一船入船

七尾港

飯田港 -4.5m

-4.5m

【実質

-3.5m】

・1/4 調査完了

・1/5 第一船入船

1/27（土）1/24（水） 1/30（火）1/25（木） 1/26（金） 1/29（月）1/28（日）

ナッチャンWorld
（防衛省）

第１８松前丸

（埋浚）

はくおう

（防衛省）

さ
ど

(海保)

さ
ど

の
と

だ
い
せ
ん

ま
つ
し
ま

だ
い
せ
ん

だ
い
せ
ん

ま
つ
し
ま

み
う
ら

ま
つ
し
ま

や
ひ
こ



被災した港湾施設の応急復旧と利用状況

応急復旧実施箇所

応急復旧実施箇所

輪島港（輪島市）

応急復旧後の状況（水深7.5m岸壁）

自衛隊車両の利用（５日）

飯田港（珠洲市） 七尾港（七尾市）

応急復旧後の状況（水深4.5m岸壁）

民間２船（RORO船等）の利用（11日）

応急復旧の状況（水深11ｍ岸壁）

「はくおう」による休養施設の提供（水深11m岸壁）

■ 能登地域の港湾においては、岸壁背後の沈下や液状化により、多数の岸壁で車両によるアクセスが困難となった。

■ 支援物資輸送の中核となる岸壁への車両アクセスを確保するため、応急復旧を実施することで、支援物資の円滑な輸送等に貢献している。

岸壁背後に最大２ｍの沈下が発生。応急復

旧により車両のアクセスを確保（５日）。

岸壁背後にうねりが発生。応急復旧によ

り、車両のアクセスを確保（９日）。

液状化により車両の通行が困難であった

ところ、応急復旧により車両の走行路を

確保（12日）。

応急復旧実施箇所
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地方整備局等のリソースを活かした支援活動

海翔丸による支援物資輸送 防災拠点の備蓄資材派遣

七尾港での支援物資の荷下ろし（５日）

海翔丸（九州地整所有）

TEC-FORCE隊員の活躍

近畿地整・国総研・港空研TEC-FORCEによる
施設点検・調査（８日）

中部地整TEC-FORCEによる支援物資の輸送（３日）

海上保安庁の給水支援での使用状況

TEC-FORCE隊員による七尾港の港湾管理業務
での使用状況

■ 発災直後より、各地方整備局や研究所のリソースを活かし、TEC-FORCE隊員の派遣やプッシュ型支援による物資等の輸送について、

精力的に実施している。

２日以降、のべ488人・日（29日時点）が、

TEC-FORCEとして、現地の被災状況把握や

自治体へのリエゾン等に従事。

九州地整の所有する作業船「海翔丸」が

３日に北九州港を出港、５日に七尾港に

着岸し、飲料水等の物資を輸送。

堺泉北港の基幹的広域防災拠点の備蓄資

材である投光器付き発電機を、プッシュ

型支援で現地へ派遣し、夜間作業の効率

化に貢献している。
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令和６年能登半島地震による港湾・港湾海岸の現況と対応方針

◼ 能登地域の港湾では、港湾全体に被害が及んでおり、石川県からの要請により、七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、
穴水港の計６港について、１月２日より港湾法に基づき、港湾施設の一部管理を国土交通省にて実施している。

◼ また、石川県、富山県、七尾市からの要請により、上記６港に伏木富山港、和倉港を加えた計８港２海岸について、大規模災害復興法に
基づく代行復旧により、「海上支援物資輸送拠点」「生業再開支援拠点」「建設資材供給拠点」「再度災害防止」の各方針に沿って、本格
的な復旧作業を迅速に進める（２月１日決定）。

２月６日10：00時点

福浦港

宇出津港
穴水港

輪島港 （最大水深7.5m、延長220m）

穴水港 （最大水深4.0m、延長187m）

１岸壁が利用可能

宇出津港 （最大水深4.0m、延長205m）

応急復旧

本格復旧方針

本格復旧方針

・建設資材供給拠点 →水深4.0mの２岸壁を復旧

本格復旧方針

・建設資材供給拠点 →水深4.0mの２岸壁を復旧

石川県管理

石川県管理

石川県管理

・海上支援物資輸送拠点
・生業再開支援拠点
・再度災害防止

和倉港・和倉港海岸 （最大水深3.0m、延長60m）

本格復旧方針

・生業再開支援拠点
→海岸保全施設等を復旧

七尾市管理

水深4.5m岸壁×４

【主な利用条件と対応状況】
・一部の岸壁で、水深が最大1m程度浅くなっている。
→当面、水深3.5m程度の物揚場として運用。

応急復旧 ５岸壁中４岸壁が利用可能

小木港 （最大水深5.0m、延長160m）

本格復旧方針

・建設資材供給拠点
→水深5.0m、4.5mの岸壁を復旧

石川県管理

七尾港 （最大水深11.0m、延長260m）

８岸壁中３岸壁が利用可能

水深11.0m岸壁

水深9.0m岸壁、水深7.5m岸壁

【主な利用条件と対応状況】
・岸壁法線に近い位置は重量物を置くことができない。
（一般車両は走行可能）
→回復には抜本的な復旧工事が必要であり、岸壁法線の近くに重量
物を置かないように運用。

飯田港・飯田港海岸 （最大水深5.5m、延長100m）

２岸壁中１岸壁が利用可能

水深4.5m岸壁

応急復旧

本格復旧方針

応急復旧

本格復旧方針

・海上支援物資輸送拠点
・再度災害防止

石川県管理

石川県管理

伏木富山港 （最大水深14.0m、延長280m）

・生業再開支援拠点
→国有の岸壁・臨港道路を復旧
→主要な県有の施設を復旧

富山県管理

・海上支援物資輸送拠点
・生業再開支援拠点
・再度災害防止

本格復旧方針

伏木富山港

滝港

輪島港

飯田港

小木港

半ノ浦港

魚津港

和倉港

避難港

重要港湾

管理の一部を代行
している港湾

地方港湾

国際拠点港湾

七尾港

応急復旧の
状況（1/12）

応急復旧の状況（1/9）
応急復旧の状況（1/5）

応急復旧の状況（1/25、市施工）

→水深7.5mを確保して岸壁を復旧

【主な利用条件と対応状況】
・地震による地盤隆起により、岸壁水
深が最大1.5m程度浅くなっている。
→水深6mの岸壁として運用。
・岸壁の背後に最大2mの段差が発生。
→応急復旧で車両のアクセス経路を
確保済。

→水深5.5m、4.5m、4.0mの岸壁を復旧
→防波堤・海岸保全施設等を復旧

【主な利用条件と対応状況】
・航路内に小型船が沈没しているので、航
行時に注意が必要。
→泊地内の沈没船の撤去一部完了。
引き続き浚渫作業実施中。
・アクセス経路にうねりが生じている。
→応急復旧を実施し、作業完了。

→国有の水深11m、10m、9mの岸壁を復旧
→県有の水深7.5m、5.5m×２の岸壁を復旧
→海岸保全施設等を復旧

【主な利用条件と対応状況】
・液状化の影響により、車両が走
行できないアクセス経路がある。
→応急復旧を実施し、車両の走
行経路を確保済。

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧
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名古屋港コンテナターミナルのシステム障害を受けた対応

第1回
令和5年
7月31日

名古屋港の事案の原因及び対応策の分析
システムを運用する名古屋港運協会等からのヒアリング

第2回
9月29日

中間取りまとめ① 【緊急的対策】
（情報セキュリティ対策、システム障害発生時の対応策）

第3回
11月30日

中間取りまとめ② 【制度的措置】
（サイバーセキュリティ政策及び経済安全保障政策における港湾の位置付け）

第4回
令和6年
1月24日

取りまとめ

○港湾運送事業法の観点
一般港湾運送事業者が作成する事業計画にターミナルオペレーションシステムの概要
や情報セキュリティの確保に関する事項の記載を求め、国が審査する仕組みを導入

○サイバーセキュリティ基本法の観点
「重要インフラのサイバーセキュリティにかかる行動計画」を改定し、重要インフラ分野に
「港湾分野」を位置付ける方向で検討

○経済安全保障の観点
経済安全保障の観点からも国として積極的な関与を行うため、経済安全保障推進
法の趣旨も踏まえ、ターミナルオペレーションシステム（TOS）を使用して役務の提供を
行う一般港湾運送事業を経済安全保障推進法の対象事業とすることが必要であると
考えられる。

・10月2日、関係事業者に周知、必要な措置を講じるよう注意喚起
・11月～12月、全国4か所（東京、名古屋、大阪、福岡）で説明会を実施

○対象：名古屋港統一ターミナルシステム(NUTS)※

※名古屋港の5つのコンテナターミナルにおけるコン
テナの積みおろし作業、搬入・搬出等を一元的
に管理するシステム

○原因：不正プログラム（ランサムウェア）への感染

○影響：令和5年7月4日から7月6日までの
3日間において、

・荷役スケジュールに影響が生じた船舶
37隻

・搬入・搬出に影響があったコンテナ
約2万本（推計）

システム障害の概要

○ 令和5年7月、名古屋港コンテナターミナルのシステムがランサムウェアに感染し、約3日間にわたりコンテナの搬入・搬出作業が停止
○ 同7月、有識者等からなる「コンテナターミナルにおける情報セキュリティ対策等検討委員会」を設置
○ 緊急的対策として、専門家の知見を踏まえた港湾分野における情報セキュリティ対策を事業者に周知徹底
○ 情報セキュリティ対策等の推進のための制度的措置についても同委員会で検討

有識者委員会における検討等

11



整備延長 2,540m

日和山浜地区 1,630m寄居浜地区 910m

第1突堤第2突堤第3突堤第4突堤
第5突堤

離岸堤〈潜堤〉

侵食防止面積 51ha
（波に削られて海に没する面積） 浸水防護面積 366ha

（波を被り水に浸かる面積）

令和4年10月撮影
©AIRBUS DS（2022）

護岸〈養浜〉

信濃川

北陸地方整備局
新潟港湾・空港整備事務所

整備期間 総事業費 離岸堤 <潜堤> 突堤 護岸 <養浜> 侵食防止面積 浸水防護面積

昭和61年度～令和4年度 509億円 2,390m 5基 2,540m 51ha 366ha

事業概要

新潟港海岸（西海岸）直轄海岸事業の完了

12



昭和30年当時の新潟港海岸

新潟測候所

日和山展望台付近 新潟港海岸

侵食される新潟港海岸

昭和61年当時の新潟港海岸

新潟測候所

日和山展望台

日和山展望台

海岸線が最大350m後
退

新潟港海岸（西海岸）直轄海岸事業の完了

13



離岸堤<潜堤> 突堤 護岸<養浜>

消波ブロック製作個数：約3万個
養浜に使用した砂の量：約130万ｍ3

（ダンプトラック延べ20万台以上で運搬）

新潟港海岸（西海岸）直轄海岸事業の完了

施工状況

14



賑わい・憩いの場としての新潟港海岸

事業開始前の
海岸線

現在の浜幅
70～85m

新潟港海岸（西海岸）直轄海岸事業の完了

15



２．「命のみなとネットワーク」の
形成に向けて

16



【｢命のみなとネットワーク｣の形成に向けて
～“みなと”を活用した災害支援事例集ver1～の作成】

「命のみなとネットワーク」について

17

○近年、気候変動の影響により、これまでに経験したことのない豪雨による洪水や土砂災害等の気象災害が多く発生。
○陸路が寸断し孤立化した被災地等において、緊急物資や救援部隊、被災者等の海上輸送の事例が増えつつある。
○災害時の陸路分断等を想定して、“みなと”の機能を最大限活用して海上輸送による救助・救援や物資輸送等の災害
対応支援を行うため、各地域で、船舶を活用した防災訓練の実施など「命のみなとネットワーク」の形成に向けた取組を
令和４年９月から開始している。

【支援物資輸送拠点】

H30年7月豪雨時の物資輸送
（広島県中田港）

【被災者の救援輸送拠点】

R3年8月大雨で孤立した地域で
住民輸送を実施（青森県風間浦村）

【生活支援拠点】

H28年熊本地震発生後、官公庁船から
市民への給水を実施（熊本県熊本港）

「命のみなとネットワーク」の主な機能

“みなと”を活用した物資輸送や被災者輸送等の防災訓練を定期的に実施。

「命のみなとネットワーク」形成に向けた取組

【国土交通省・市町村等による防災訓練の実施】

R3年10月に浜名港で実施した、船舶を活用した緊急物資輸送・被災者輸送訓練

“みなと”を活用した災害対応支援を行った過去事例をまとめたもの。



「命のみなとネットワーク構築に係る意見交換会」について

○命のみなとネットワークの形成を推進することを目的に、各地域でネットワークの構築に向けた取組を進めて
いる、全国20市町の首長との「命のみなとネットワーク構築に係る意見交換会」を開催し、各地域の取組等につ
いて意見交換を行った。

「命のみなとネットワーク構築に係る意見交換会」の概要

１．日 時：令和５年５月１９日（金）

２．会 場：国土交通省

３．議 事：命のみなとネットワーク形成に向けた取組状況
首長からの情報提供・意見交換

４．主な意見：

• 災害時に道路が寸断したが、住民や救援物資を海上輸送
できたことから、命のみなとネットワークの形成は重要。

• 様々な災害想定による訓練実施に加え、港の強靱化も進め、実効性の向上が重要。

• 県内のみならず県外とのルートを確保することで、災害時・災害後の選択肢の幅が広がる。

• 漁港の活用やそのための漁協や担当部局との連携、海上保安部との連携が重要。

• 大勢の観光客や帰宅困難者の輸送も含めた幅広で有効な災害対応も重要。

• 港湾に、受入施設や物資保管施設等のスペースの確保も重要。

• 小型船の利用の場合、潮位の影響が大きく、甲板と岸壁の高低差が課題。

• 東日本大震災の教訓を全国へ共有するなど、自治体間の連携が必要。

※1 web参加

（敬称略）

出席者名簿

【支援物資輸送拠点】

H30年7月豪雨時の物資輸送
（広島県中田港）

【被災者の救援輸送拠点】 【生活支援拠点】

H28年熊本地震発生後、
官公庁船から市民への給水を実施

（熊本県熊本港）

「命のみなとネットワーク」の主な機能

R3年8月大雨で孤立した地域で
住民輸送を実施（青森県風間浦村）

氏 名 所 属

小野 徹 北海道礼文町長※1

松本 博 北海道浜中町長

岡本 正善 岩手県洋野町長

齋藤 正美 宮城県石巻市長※

鈴木 恒夫 神奈川県藤沢市長※1

山梨 崇仁 神奈川県葉山町長

池田 東一郎 神奈川県大磯町長

松本 一彦 神奈川県真鶴町長

渡辺 竜五 新潟県佐渡市長

村椿 晃 富山県魚津市長※1,2

深澤 準弥 静岡県松崎町長

尾花 正啓 和歌山県和歌山市長※1

明岳 周作 広島県江田島市長※1

岡野 能之 香川県土庄町長※1

竹﨑 一成 熊本県芦北町長

田渕川 寿広 鹿児島県中種子町長※1

小園 裕康 鹿児島県南種子町長※1

高岡 秀規 鹿児島県徳之島町長※1

山 元宗 鹿児島県与論町長※1

知念 覚 沖縄県那覇市長※3

意見交換会の様子

※2 四十万魚津市副市長代理出席

※3 金城那覇市副市長代理出席
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命のみなとネットワーク 実施事例 ～鹿児島県奄美地方の大雨による災害支援～

○令和５年６月19日から「線状降水帯」を伴う大雨が降り続いた鹿児島県の奄美地方において、土砂崩れ等によ
り道路が寸断し複数の集落が孤立、停電が発生した。22日、鹿児島県瀬戸内町より停電解消に向けた
支援要請があり、九州地方整備局では、鹿児島県港湾漁港建設協会との災害協定に基づき、建設会社の
港湾工事作業船を活用し、復旧工事に必要な作業車輌等の海上輸送を行った。

篠川港における車両の積込状況

作業船における輸送状況

しのかわこう

篠川港けてんぎょこう

花天漁港

船舶（作業船）
による輸送支援

宇検村・瀬戸内町地図

やどん

屋鈍
あむろ

阿室 へだ

平田

さねん

佐念

ながら

名柄

ぶれん

部連

：通行止め

：孤立地域

奄美大島

作業時間 19：00 篠川港で作業車輌等の積込み開始
20：30 花天漁港に向け篠川港を出港
22：05 花天漁港に入港、作業車輌等の積下ろし開始
22：47 作業完了

19



３．気候変動等を考慮した臨海部の強靱化
のあり方（令和５年７月10日答申）

20



気候変動等を考慮した臨海部の強靱化のあり方について

21

【諮問の要旨】

青木 伸一 大阪大学 名誉教授

有働 恵子 東北大学大学院工学研究科 教授

小野 憲司 京都大学経営管理大学院 客員教授

河野 真理子 早稲田大学法学学術院 教授

河端 瑞貴 慶應義塾大学経済学部 教授

◎

（◎ 部会長、〇 部会長代理）
（５０音順、敬称略）

背景（令和４年11月14日諮問）

交通政策審議会港湾分科会防災部委員名簿（令和５年４月１日時点）

• 第１回 令和４年12月27日
• 第２回 令和５年２月20日
• 第３回 令和５年４月20日

• 答申骨子（案）
• 第４回 令和５年６月２日

• 答申（案）

（パブリックコメント実施）

• 第５回 令和５年６月28日
• パブコメ意見を踏まえた答申（案）

• 答申 令和５年７月10日

交通政策審議会港湾分科会防災部会
審議スケジュール

久保 昌三 （一社）日本港運協会 会長

小林 潔司 京都大学経営管理大学院特任教授

竹林 幹雄 神戸大学大学院海事科学研究科教授

田島 芳満 東京大学大学院 工学系研究科 教授

富田 孝史 名古屋大学減災連携研究センター 教授

○

• 気候変動による気象災害リスクの増大の明確化

• 大規模地震・津波災害の切迫化

• カーボンニュートラルポート形成を含めた港湾を取り
巻く環境の変化等

このような状況を踏まえ、気候変動等を考慮した
臨海部の強靱化のあり方について審議。



気候変動等を考慮した臨海部の強靱化（交通政策審議会答申 令和5年7月）

○ 気候変動による台風の強大化・海面上昇、大規模地震発生の切迫化、CNP等産業構造転換等の対応が急務。
○ 災害等に強い海上交通ネットワークの構築、港湾・臨海部の面的強靱化が必要であり、関係者が協働して推進。

災害等に強い海上交通ネットワークの構築

港湾・臨海部の面的強靱化

海
側

陸
側

地域ブロック間の海上交通
ネットワーク（イメージ）

大規模地震の想定震源域

支援船等の優先使用

耐震強化岸壁の整備

防護ラインの
見直し

一元的な啓開・復旧

港湾防災DXによる情
報共有・公開
•高潮浸水予報
•施設の被災状況

防波堤・防潮堤
の嵩上げ

関係者協働の
枠組み

作業船配備態勢
の強化

日本海溝・
千島海溝周辺
海溝型地震

首都直下地震

南海トラフ地震

全国的視点による広域的・
一元的な利用調整

浸水想定や施設の性能照査
等による脆弱性評価

関係者間で整合・連携した
計画による対策

ESG投資等の民間投資
を誘導する環境整備

現行技術基準への適合
努力義務の導入

22



４．港湾における気候変動適応策の実装

23



港湾における気候変動適応策の実装に向けた技術検討委員会

委員長 磯部 雅彦 高知工科大学・東京大学名誉教授

委員 安部 智久
国土技術政策総合研究所港湾・沿岸海洋研究部
港湾計画研究室長

〃 河合 弘泰
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所所長

〃 鈴木高二朗
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所沿岸水工研究領域長

〃 竹信 正寛
国土技術政策総合研究所港湾・沿岸海洋研究部
港湾施設研究室長

〃 田島 芳満
東京大学大学院工学系研究科
社会基盤学専攻教授

〃 富田 孝史
東海国立大学機構名古屋大学
減災連携研究センター教授

〃 橋本 典明 九州大学名誉教授

〃 平石 哲也 京都大学名誉教授

〃 平山 克也
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所波浪研究グループ長

〃 本多 和彦
国土技術政策総合研究所港湾・沿岸海洋研究部
港湾・沿岸防災研究室長

〃 森 信人 京都大学防災研究所副所長・教授

（敬称略、委員長以外の委員については五十音順）

第1回 令和3年2月24日 ・委員会開催趣旨

・気候変動適応策の実装に向けた課題

第2回 令和3年3月17日 ・今後の検討の方向性

第3回 令和4年1月24日 ・論点整理及び今後の進め方（案）

第4回 令和4年3月11日 ・今後の検討とアウトプットイメージ

これまでの開催状況と主な議題

第5回 令和4年11月4日 ・過去からのトレンド分析及び将来予測

・技術基準での対応の方向性

第6回 令和5年3月13日 ・技術基準改訂の方向性

・波浪・潮位予測の活用について

第7回 令和5年9月29日 ・港湾における気候変動適応策の

実装方針（素案） について 24



気候変動による日本沿岸への影響（将来予測）

時期 2081～2100年平均（21世紀末）

シナリオ 日本沿岸の
平均海面水位の上昇量

世界の
平均海面水位の上昇量

2℃上昇シナリオ
（RCP2.6）

0.39 m

（0.22～0.55 m）
0.39 m

（0.26～0.53 m）

4℃上昇シナリオ
（RCP8.5）

0.71 m

（0.46～0.97 m）
0.71 m

（0.51～0.92 m）
※出典：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」

平均海面水位

潮位偏差（台風等による高潮）波浪

極端な波高（10年確率値）の将来変化（m）
（将来変化量のアンサンブル予測間の平均値を

21世紀末と20世紀末の値の差として表記している。）

・ 10 年に 1 回の確率で発生するような波高に関して、
多くの海域で増加すると予測される。

・21 世紀末（2081～2100 年平均）における日本沿岸の平均海面水位は、
20 世紀末（1986～2005 年平均）に比べて上昇する。

d4PDF をもとに算出した
極端な潮位偏差の将来変化（大阪湾）

・東京湾、大阪湾及び伊勢湾の最大潮位偏差は大きくなる。

可能最大高潮モデルによる最大水位の将来変化量

〇『日本の気候変動2020 — 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書 —』（文部科学省・気象庁）において、平均海面水位
の上昇に加え、台風等による高潮や波浪の増大など、気候変動による日本沿岸への影響について、評価・報告されている。

気
候
的
最
大
潮
位
偏
差(m

)

潮位偏差
の変化量

平均海面水位
の上昇量

■気候変動による外力変化イメージ

海岸線の後退 ＜現在の設計＞ ＜変化する外力＞

高潮による
潮位偏差

計画波浪に
対する必要高

余裕高

朔望平均満潮位

波浪の
変化
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※出典：CMIP5にもとづく地球温暖化による高波の将

来変化のアンサンブル予測（森ら）(2017)に加筆

日本近海

※出典：『日本の気候変動2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評
価報告書—（詳細版）』（文部科学省・気象庁）に加筆

大規模な高潮

頻度の増加

規模の増大

・大規模な高潮は、発生頻度が増加するとともに、
規模が増大する。



時間的に変化する外力への要求性能の担保の考え方

外力が変化しない場合の作用・耐力
（従来手法）

外力が変化する場合の作用・耐力（気候変動に対応した手法）

事前対策 順応的対策
作用・耐力 作用・耐力 作用・耐力

期間 期間 期間

設計上の耐力
＝必要となる耐力（一定）

外力（一定）
外力

設計供用期間 設計供用期間 設計供用期間

事後的対策実施時

安全性余裕は設計供用期間中一定

当初設計時点において、設計供用期間中の外力（作用）の変化を考慮した上で、設計供用期間終了時
における構造物の安全性余裕を確保することとする。

また、事後的対策による場合も、設計供用期間中の外力（作用）の変化を考慮した上で、各対策の実施
時点での構造物の安全性余裕が確保されていることを確認し、必要となる対策を実施する。

• 当初設計時点から将来時点（設計供用期間末）にかけて、時間的に変化する外力への対応を考
慮した要求性能の担保の考え方を導入する。

設計上の耐力 設計上の耐力
設計供用期間末の
安全性余裕を確保 対策実施時点での

安全性余裕を確保

設計供用期間末の
安全余裕代を確保

施設が実際に確保
する耐力
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※ 耐力は経年劣化や被災により、経時的に低下するが、ここでは気候変動適応策の説明のため、耐力一定と想定した。



関係者が連携し、整合のとれた気候変動適応

⚫ 気候変動に対して、個別の施設の安定性が保たれるのみに限らず、港湾内において近接し相互に影響
を及ぼしあう一連の施設群における各種機能を維持し続けることが必要

⚫ 官民の多様な関係者がそれぞれの施設を所有・管理している港湾の特徴に鑑み、「気候変動適応マス
タープラン」として、官民の関係者間で適応水準や気候変動適応時期に係る共通の目標等を定め、これ
を共通認識とすることが望ましい。

マスタープランにおいて示した、港湾全体として維持すべき機能の水準等に対する、個々の
施設の位置づけを踏まえ、気候変動への対応方針を検討する。

（マスタープランとは）
近隣施設の高さや断面の整合性を確保し、計画的な対策を講じるため、エリア毎に長期的な視点
に立った「土地利用」、「目指すべき「適応水準」」、具体的な「整備順序」や「対策手法」を整理 27
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